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　 去る 2 月 9 日（ 水）、 標記講演会を W E B に

て開催し た。

　 今回は、 女性医師部会と 勤務医部会による合

同講演会と し て開催し 、 医師の時間外労働の上

限規制が適用さ れる令和 6 年 4 月に向けて、 医

師の働き 方改革に対する各施設の取り 組みを 推

進するこ と を目的に実施し た。

　 当日は、「 医師の働き 方改革の現状と 課題に

ついて」 と 題し た講演と 、 同改革の取り 組み事

例を 2 施設より 紹介頂いた後に、 全体で意見交

換を 行っ たので以下にその概要を報告する。

　 当日は、 公的・ 民間病院を含めた施設の管理

医師や勤務医、 事務から 多く の参加があり 、 そ

の内訳は、 理事長・ 病院長・ 副院長等 28 名、

勤務医 15 名、 事務 22 名の計 65 名であっ た。

挨拶

　 沖縄県医師会女性医師部会部会長の依光たみ

枝先生より 、概ね下記のと おり 挨拶が述べられた。

　 本部会は 2007 年 8 月に誕生し 今年で 15 年

を 迎える。 部会の活動の 2 大イ ベント の一つと

し て「 病院長と の懇談会」 があるが、 今回初め

て勤務医部会と の合同講演会と いう 形で開催す

るこ と になっ た。 新たな一歩を踏み出し たと 感

じ ている。

　 本日のテーマである医師の働き 方改革は、 罰

則付き の法律の施行が 2 年後に迫っ ており 、 管

理者にと っ ては重大な課題が待ち受けているこ

と になる 。 滅私奉公が当たり 前だと 思っ ていた

昭和生まれの我々世代の意識改革が大前提の転

換期に来ていると 認識し ている。

　 自分を 守り 、 スタ ッ フ を 守り 、 家族、 患者を

守る、 そし て、 社会を 守るためにはどう いう 働

き 方があるのか、 実行へ移すにはどう すれば良

いかを 本日は一緒に考え て いき たい。 多く の

方々に一度立ち止まっ て、 どんな働き 方がある

のか、 何のために働く のか考える有意義な講演

会と なるこ と を 期待し ている。

講演

「 医師の働き 方改革についての現状と 課題

〜全国病院アンケート や県内聞き 取り から

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 分かるこ と 〜」

沖縄県医療勤務環境改善支援センタ ー事務局長

加藤　 浩司 先生

①医師の働き 方改革の概観　 〜 BC 水準の指定

に向けて

○残業規制はスケジュ ールがはっ きり し ている。

○ 2019 年 4 月に働き 方改革の残業規制の法改

正がス タ ート し て いる が、 医師は 5 年の猶

予によ り 、 規制が適当か議論を 行い 2024 年

の施行と なっ ている。

○ 現場の先生方には知ら な い内容が多く 、 残

り 2 年で 複雑で難解な 勤務環境改善に取り

組ま な ければなら な いス ケジ ュ ールにな っ

ている。

令和 3 年度沖縄県医師会勤務医部会・  
女性医師部会合同講演会 

（ 女性医師の勤務環境整備に関する病院長等と の懇談会）

仁井田　 り ち

沖縄県医師会女性医師部会

委員西原　 　 実

沖縄県医師会勤務医部会

部会長
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○ 「 残業規制」 で 2024 年 4 月から 求めら れて

いるこ と は以下のと おり である。

　 ①残業を 960 時間（ ※） 以内にするこ と

　 ②  960 時間（ ※） を 超える場合も 絶対 1,860

時 間（ ※） 以内で、 県指定を 受けるこ と

　 ③残業はそも そも 減ら す方向に努めるこ と

　 ④ 勤務環境改善・ ワーク ラ イ フ バラ ン スを

医療機関が自主的に進めるこ と

　（ ※…時間外・ 休日労働の時間数の年間合計）

② 3 つの調査から 見えてく る医師の働き 方改革

の現状

　 県内の進行状況について、 全国の代表的な調

査を 引き 合いに出し ながら 、 県内と 比較・ 検討

し た内容が報告さ れた。

■令和元年度の実態調査

○ 医師個人を 対象に実施し た 調査結果から 、

「 病院常勤勤務医の週労働時間の区分別割

合」 で は、 年 960 時間の A 水準が約 6 割、

年960 ～1,860 時間のBC 水準が約3 割、1,860

時間超過が約 1 割と なっ ている。

○ 多く の勤務医の方々が残業規制の問題の当

事者と いえるこ と がわかる。

■昨年 8 月に実施し た全国調査から 、 県内の調

査対象施設 88 施設のう ち 有効回答 36 施設

から 見える 県内の状況について、 11 項目の

アンケート 集計結果を用いて以下のと おり 示

さ れた。

○ 客観的な労働時間の把握の導入状況について

→導入し て いな い施設、 検討中の施設があ

り 、 100% を 目指す必要がある。 BC 水準の

申請の有無に関わら ず、 ま た医師の派遣受

入病院でも 把握が必要である。

○ 残 業 960h 超 の 医 師 が い る → 12 施 設（ 約

33% ） が「 いる」 と 回答。 全国数値と 大差な

い割合である。 そのう ち 1,860h 超の医師が

いる施設は 2 施設。

○ 副業先と の時間を 通算し て 960h 超の医師が

いる → 1 施設「 いる 」、 そ のう ち 1,860h 超

の医師はいな い。 連携 B に該当する か医療

機関での確認が必要である。 また関連し て、

労働者で あれば通算する が、 フ リ ーラ ン ス

の場合は通算し な いと いう グレ ーな 部分で

今後論点になる可能性がある。

○ 36 協定の届出について→ 12 施設が「 医師職

を 区分せず届出済」。 本件では区分し て作成

するこ と が必要と なる。

○ 医師の 36 協定は、 実績数値を 踏まえて作成

し て いる か→ 2 施設は「 実績を 反映せず」、

10 施設が「 毎年同じ 数値で 締結」 と 回答。

36 協定の適正な作成の為に「 実績数値を 踏

ま え る 」、「 適切な区分によ り 作成する 」 必

要がある 。 中で も 医師は診療科毎の締結を

検討すべき だろ う 。

○ 宿日直許可申請の検討状況→「 許可基準を満

たさ ない為、 申請検討なし が 6 施設、「 申請

の検討なし 」 が 5 施設、「 申請検討」 が 7 施

設。 宿日直許可申請は、 残業規制の対応策、

労働時間の削減策、 勤務間イ ン タ ーバルの

連続勤務規制の対応策と し ても 重要であり 、

今後の各病院の申請動向が注目さ れる。

○ 当直明けの勤務体制を検討→残業規制は、 特

に連続勤務規制の関係で 重要な取り 組み項

目で ある。 24 施設で 検討と ある が、 BC 水

準の指定が推測さ れる 施設において は、 全

施設で検討すると の回答が見ら れた。

○ 副業・ 兼業の労働時間の通算に何か工夫は？

→ 13 施設が「 はい」 と 回答。 ガイ ド ラ イ ン

上「 自己申告」 が許容さ れて いる が、 実際

に残業規制がど れだけ守れる のか、 残業規

制のラ イ ン が曖昧にな っ て いく ので はな い

かと いう 懸念も ある 。 法律の実効性を ど う

担保する のかと いう 問題は今後出て く る と

考えら れる。

○ 医師の働き 方改革の進行状況→ま ずは現状

把握から 、 そし て体制づく り 、 続いて具体的

取組に着手し ているこ と がわかる。 既にいく

つも の病院で取組はし ているかと 思う 。 スケ

ジュ ール感を も っ て取り 組みを 整理し 進めて

いく こ と が重要と なる。 また、 問題はない施

設であっ た場合も 、 労働時間の通算の問題を

ク リ ア にする ために、 労働時間の把握や宿

日直の点検はし ておいた方が良い。
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○ 具体的な 取組項目について →回答母数が少

ないが、 用意さ れた設問項目自体が今後取

組のヒ ン ト にな る ので 、 職場で 取り 組む際

のアイ ディ アのネタ にし ていただき たい。

○ BC 水準指定の申請意向について→昨年の 8

月時点の調査で 6 施設が「 はい」、 18 施設が

「 いいえ 」、 検討中・ わから な いが 12 施設。

どの部署で 960h 超えている のか、 それを 踏

まえて BC 水準指定に行く か否か、 遅く と も

3 月末までに病院ごと 、 部署毎に意向を 決定

する必要がある。

■ 2 次救急医療機関以上の 10 施設に勤務する

医師個人を 対象にし た全国のアンケート 調査

では、 医師の働き方改革の制度の認知度につい

て、 6 割が上限規制が開始する こ と を 知っ て

いるが、 その一方で 5 割が各上限水準の要件

や規制の詳細を全く 知ら ないと 回答し ている。

③医師の働き 方改革を 進める為に、 次へ

　 今後の課題と し て、 BC 水準指定に関し 、 第

三者評価機関の審査を 受けるための対応、 当事

者である勤務医への周知、 またどう やっ て院内

の取組みに関わっ ても ら う か、 実際にト ラ イ &

エラ ーを 積み重ねていただく 事が必要と 感じ て

いる。

○ 第三者評価への対応については、 95 の評価

項目が〇・ ×で評価さ れる。 95 項目のう ち、

必須項目（ 法律を 遵守し て いる か） にバツ

が付く と 評価保留と な り 評価結果が出な い

ので、 そこ で 指定のプ ロ セ ス が止ま り 、 改

善さ れな い限り 県の指定が受けら れな く な

るのでご留意いただき たい。

○ 医師に残業規制、 働き 方改革について必要な

情報を 届ける ため、 厚労省で は、 勤務医へ

同改革の認知度を 上げ、 関わり を 促進する

目的で 学習ツ ールを 検討し て いる ので 、 今

後それを 利用し スタ ッ フ の学びを 推進し て

頂き たい。

○ 日医女性医師支援センタ ーが作成し た「 医師

の多様な 働き 方を 支え る ハン ド ブ ッ ク 」 が

非常に充実し た内容で 、 女性医師のみな ら

ず全て の勤務医が学ぶのに十分な 内容が記

さ れているので活用も 一つの方法である。

○ 医師自身の取組への参画を 後押し する 援助

と し て、 厚労省が作成し た医師の働き 方改

革を 具体的に取り 組む際の参考と な る ポー

タ ルサイ ト 「 いき サポ」 において、 豊富な

取組事例の紹介、 テ ーマ 毎の検索も 可能で

あるので活用いただき たい。

まと め

○ 各病院において、 残業が 960h、 1,860h 超え

ているか今一度確認いただき たい。

○ 残業の発生状況は全国の状況と そう 乖離は

な い。 今後は離島県で ある 県内の特殊事情

を 把握し ていき たいと 考えている。

○ 勤務医個人が、 同改革へ主体的に関わる こ

と が重要で あり 、 勤改セン タ ーで も 応援し

ていき たい。

取組事例紹介

①医療法人おも と 会大浜第一病院における医

師の働き 方改革の対応について

医療法人おも と 会　 大浜第一病院事務次長

西尾　 雅夫

○ 大浜第一病院の基本概要： 214 床、 23 科か

ら なる 救急告示病院で、 約 65 人の常勤医師

が勤務。

○ A 病院を 目指すこ と と し 、 同院の考え 方と

し て、コ ンプラ イ アンス、医師のモチベーショ

ン 維持、 経営への影響を 最小限に、 の 3 つ

を テーマに実施。

○ 2024 年度ま でに医師の勤務時間の把握、 管

理、 短縮の 3 ステッ プを 実施。

○ 医師の勤務時間の現状把握と し て 、 医師の

み紙によ る 出勤簿＋超勤管理から 、 他職員

と 同様 2020 年 4 月よ り 勤怠システムにて管

理。 2022 年 2 月現在、 打刻率 100% を達成。

○ その秘訣は、 医師側に対し 、 と にかく 打刻

に特化する こ と と し 命令ではなく 「 お願い」

と いう 形で 医局にタ イ ムカ ード を 設置する

な ど の配慮を し た。 ま た、 その際、 打刻＝
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時間外手当で はない、 収益への影響な いこ

と 、 医師のモチベーシ ョ ン を 下げな いこ と

を病院幹部に説得を 行っ た。

○ 勤務時間の把握によ り 、 時間外勤務数につ

いて は常勤医師の約 6 割が月 30 時間以内。

30 時間以上の 25 人の超過理由は全て「 救急

当直」。 同院の課題はこ の 1 点である こ と が

分かっ た。

○ 把握し て分かっ たこ と は、 医師は朝が早い、

日曜に出勤し て いる 、 診療科によ っ て 差が

ある、 月 80 時間超は一部の先生であっ たこ

と 。 それによ り 当直（ ＝勤務） 回数さ え 調

整でき れば A 水準が可能かも し れない。

○ 現状の当直問題と し て、 連続勤務 28 時間ま

でのイ ン タ ーバル勤務規制にひっ かかる こ

と 、 救急当直を すべて 時間外にする と 、 時

間外労働上限規制を ク リ ア で き ないこ と が

課題と なり 、 救急当直を 「 15 時間拘束の当

直扱い」 から 「 4 時間の所定労働時間＋ 10

時間の時間外勤務（ 休憩 1 時間）」へ変更し た。

それによ り 、 時間外勤務の大幅な 削減につ

ながっ た。 当直明けは、 12 時半に退社する

こ と 。

○ 現状で は、 当直明け外勤に出る こ と やオペ

も あるこ と から 継続課題である。

○ 医師の時間外勤務の上限を 管理する ために

は、 所定労働時間を はっ き り さ せる 必要が

ある。 同院で は 1 か月の変形労働時間制に

よ り 医師の労働時間を 確認する ため、 専属

の勤務時間管理事務員を 「 地域医療体制確

保加算」 を 原資にし て配置し ている。

○ 外勤について は、 全医師から の外勤報告書

の提出にて把握し ている。

○ 時間外労働の基準に同院は固定残業制の導

入を 検討し ている。 固定残業制の時間上限と

と も に、 超勤を 支払う 対象業務を 付け加え

る と し て、 フ ロ ーチャ ート にて、 診療業務

か否か、 院内業務か否か、 緊急的・ 臨時的

業務か否かを 確認し て 超勤を 支給する 、 そ

れ以外は固定残業に含ま れる 業務と し て 本

給で お支払いする と いう 工夫を し て いこ う

と 検討中である。

②友愛医療センタ ーの働き方改革への取り 組み

社会医療法人友愛会　 友愛医療センタ ー院長

新崎　 修

○ 当院の対策と し ては、 ①現状把握→②各部

門と の意見交換→③対策→④課題に取り 組

む、 こ の 4 つの繰り 返し を 行っ ていく 。

○ 現状把握： 入出勤管理シ ス テ ムでの打刻の

徹底を 意識。 連続当直の実態把握は、 勤務

表の可視化で把握。 総労働時間の把握、 宿日

直についての十分な取組はこ れから である。

○ 電子カ ルテ の中に出退勤の管理シス テ ムを

いれて ロ グイ ン する 方法を 取っ ており 、 時

間外、 オン コ ール、 緊急手術の対応につい

ては、 補完的に申請書を 別で準備し ている。

○ 総労働時間の把握： 当院は、 B 水準、 C-1 水

準の医師も 多く 、 更にその水準に収ま り 切

れない 1,860 時間超の医師が 4 人も いる。 診

療科毎にど の水準の医師がど の程度いる か

を 確認し て いる。 当院、 副業・ 兼業・ 派遣

先で の労働時間の申告、 宿日直業務の把握

が課題で、 今後はその対策が必要と 感じ て

いる。

○ 意見交換： 時間外の申請書や打刻システムに

よ り 当院の勤務時間数の現状把握はで き た

ので、 時間数の多い医師がいる 診療科の医

師自身やその医師に関わる 事務作業補助者

と 意見交換を 行い、 課題を 抽出し て お互い

で把握し 、 診療科から 出さ れた提案等を具現

化し ていく こ と が当院のスタ イ ルである。

○ 対策①： 病院全体の対策と し て、 法人部門の

プロジェ ク ト チームを設置。 定例で月に 1 回

程度開催し 、 進捗管理、 タ ス ク 管理、 課題

を つぶし て いく 他、 勤改セン タ ーの利用を

し ている。

○ 対策②： 自己管理の徹底が最終的に一番重

要と 認識し て いる 。 自己管理を ど う やっ て

浸透さ せ、 実行し て も ら う かが重要で ある

こ と から 、 出退勤シ ス テ ムや申請書から 集

計し た時間数を 医師本人にフ ィ ード バッ ク

する と 共に、 時間管理を 徹底し て いただく

よ う 所属長にも 併せて報告し ている。 また、
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時間外の多い医師には産業医を 活用し た面

談を 実施。

○ 対策③： ルールの作成を 実施。 具体的には、

各種会議について開催の必要性を 整理する

と と も に、 開催する 場合は少人数で かつ勤

務時間内と し た。 また、研修管理委員会にて、

研修医の声を 聞き な がら 業務・ 自己研鑽区

分を 作成し た他、 初期研修医の当直明け午

後休取得、 後期研修医以上の当直医師労働

免除のルールを作成。

○ 対策④： タ スク シェ アについては、 チーム主

治医性を 導入、 ク リ ニ カ ルパス の運用、 多

職種協働と し て、 医師事務作業補助者やサー

ジカ ルアシスタ ント の導入等を 行っ ている。

○ 対策⑤： タ スク シフ ト については、 特定行為

研修制度を 導入し 、 集中ケア管理部門の認

定看護師を 育成し 医師の負担軽減を 担っ て

いただく 。

○ 課題： 個人的には勤務間イ ンタ ーバルのク リ

アが厳し いと 感じ て いる 。 長時間勤務につ

いて は、 各診療科の話し 合いで 出さ れた改

善策を 実行いただき 、 改善で き て いる かを

繰り 返すこ と で改善を図るこ と と し ている。

意見交換

○ 労働時間を 調整し よ う にも NICU のよ う に

医療機能と し て 患者を 受けざ る を 得な いの

で、 変形労働時間制を 組んでも 時間外勤務

を 減ら せな い状況で ある 。 地域医療構想に

基づく 医療機能集約等がな いと 減ら すのは

難し いのではないか。

○ 長時間労働の抑制は複雑で 色んな問題が絡

み合っ て いて、 一病院単体で 解決で き な い

こ と も ある と 思う 。 長時間労働対策を 含む

働き 方改革の推進は、 同時に地域医療構想

の実現、 医師偏在対策な ど も 三位一体と し

て掲げら れて いる にも 拘わら ず、 残業規制

だけが罰則付き で一病院に対策を 強硬に求

める現状には違和感がある。

○ 医療機関の機能を 維持する ためには、 医師

だけの問題で はなく 、 患者側の医療機関へ

のかかり 方を 変える メ ッ セージ を 伝え る こ

と も 必要である。

○ 例え ば、 院内の医師が時間外勤務の上限に

達成し て し ま う 場合は、 県内で 残業規制に

達し て いな い医師を ワン ス ポッ ト で 招聘す

る、 交代医師を 外から 連れてく る 仕組みを

作っ て いかな いと 将来的に難し いので はな

いかと 思う 。

○ 医療の集約化は必要で ある が、 その備え が

進んで いな いと 感じ て いる 。 同じ よ う な 働

き 方改革を 各病院が取り 組んでいて 非効率

である。 皆で対策を 議論する 必要はある が、

各病院の事情がある 中で 集約化や自院の部

門を な く すこ と への抵抗が強いこ と も 理解

し て いる 。 やら なき ゃ いけな いこ と で ある

が、 議論になら ないこ と が実情である。

○ 何が医療連携や集約を 難し く し ている のか、

大学、 県立、 民間の管理者同士がタ ッ グを 組

んで 働き 方改革の為だけで はではな く 、 沖

縄医療の継続のために議論ができ る 場が必

要と 感じ る。

○ 医師一人体制の離島診療所の勤務体系で は

島にいる 間は常にオン コ ール状態と なる が、

オン コ ールは時間外と な る のか、 解決策に

ついて教えていただき たい。

○ 解決策は一緒に考え たい。 それ以前にオン

コ ールが業務かど う か、 その拘束性な ど を

含めて 整理が必要で はある が、 他の離島県

の長崎、 鹿児島や北海道、 それに瀬戸内海

諸地域な ど の知見を 併せて 解決の方策を 見

つけていかなければなら ないと 考えている。

○ 病院間のタ スク シェ アを 進めて欲し い。 例え

ば、夜間の緊急の心外は曜日ごと に地域でシェ

アでき ないか。 皆が同じ よう に当直シフ ト を

組んでも 持続可能ではないのではないか。

○ こ の件については、 病院経営の問題がある。

当番制を と っ た際に、 一時的に診るこ と は問

題ないが、 入院になっ た時にその当番と なっ

た施設で 入院と な る 。 当番制で 助かる 部分

も ある かと 思う が、 ど の施設も 入院患者が

欲し い中で、 損得が発生する 可能性があり 、

そこ を う ま く 捌いて シ ェ ア する こ と は非常

に難し いと いう 印象がある。
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○ 勤務時間把握を し たこ と で 残業時間が減っ

たのか。

○ 基本的には管理し て いる だけで 下げる 方法

は取っ ていないが、 80 時間を 超えた 2 名は

当初 150 時間を 超えていたのが今は 80 時間

程度ま で 減っ て いる 。 法令順守のためのギ

リ ギリ の方にポイ ン ト を 絞っ て 2 年間取り

組んだ結果、 減少し ている。

○ 2 施設の取組は非常に参考になる も のであっ

た。 友愛会で は、 認定看護師が非常に活躍

し て ら っ し ゃ る が、 看護師にはど のよ う に

モチベーショ ンを あげたのか。

○ 認定看護師について は、 看護師の業務が整

理さ れて、 業務負担の軽減につな がり 、 喜

びを 感じ て く れている 。 働き 方改革を う ま

く 利用し て、 看護師がやり がいのある 仕事

に集中で き る よ う な 体制を 作っ ていければ

よいと 考えている。

総括

　 小生（ 西原） より 次のと おり コ メ ント し た。

　 活発な討論を ド キド キし ながら 拝聴さ せてい

ただいた。

　 働き 方改革の対策と し て、 友愛医療センタ ー

については自己管理の徹底、 ルールの作成、 大

浜第一病院については、 専属の時間管理事務員

を 配置するこ と で時間を 管理する体制が整えら

れており 感銘を 受けた。

　 本日の取組事例を 紹介いただいた中で、 医師

へ「 お願いする」 と 聞いても ら える こ と、 診療

科部門でアイ ディ アを 出し ても ら う こ と につい

ては、 すぐ にでも 取組が可能であると 感じ た。

　 参加者の皆様も 、 それぞれの施設で大変ご苦

労さ れているかと 思う が、 勤務医部会では、 数

年前から 働き 方改革について取り 組んでき てお

り 、 今後も、 その内容を 突き 詰めて、 皆様へ還

元でき る形でまと めていければと 考えているの

で、今後と もお互いに一緒に頑張ってきまし ょ う 。

印 象 記

沖縄県医師会勤務医部会　 部会長　 西原　 実

　 働き 方改革と いう 名のも と に医師の残業規制が開始さ れる。 も ちろ んタ スク シフ ト 、タ スク シェ

ア等も ある が、 現状で最も 頭が痛いのが時間外労働時間である。 県内調査によ る と 、 960 時間以

上が 33% 、 1,860 時間以上が 10% であっ たそう だ。 ほぼ全国並みら し い。 どの病院でも 大なり 小

なり 取り 組んでいると 思われるが、 実態はどう であろ う か。

　 医師の認知度の低さ も 問題である。 全く 知ら ない医師が 50% に上るそう だ。 講演でも あっ たが、

どう やっ て医師に周知するか、 どう やっ て医師に関わっ ても ら う かが問題である。

　 大浜第一病院では、 専属の時間管理事務員を配置し ているそう だ 。 また、 医師に対し ては、 “お

願いする” と 聞いてく れるのだそう だ。 すぐ にでも 使えそう である。

　 友愛医療センタ ーでは、プロジェ ク ト チームを作り 、毎月 1 回会議を開いていると のこ と である。

自己によ る時間管理を 徹底し ても ら う のと 同時に、 月に 2 回労働時間を 集計し 、 各医師に連絡す

る そう だ。 こ れは現実的で良い方法かも し れない。 また、 各診療科で意見交換を 行い、 取り 組み

を 自ら 考えても ら っ ていると の事だ。 医師への周知、 医師の関わり と いう 点では、 有効であろ う 。

　 一般的には、 チーム主治医制の導入、 パス利用を 増やす、 当直明け勤務を 減ら す、 医師事務作

業補助者・ サージカ ルアシスタ ント・ 救命士等の活用、会議を時間内に設定、などなどが挙げら れる。

　 いよ いよ こ の秋から 、 書類審査が始まる。 どの病院も 大変だと 思う が、 待っ たなし である。 皆

で知恵を 出し 合いながら 、 なんと か乗り 切り たいも のである。
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印 象 記

沖縄県医師会女性医師部会　 委員　 仁井田　 り ち

　 女性医師部会ではこ れまで 15 年継続し て、「 女性医師の勤務環境整備に関する病院長等の懇談

会」 を 行っ てき まし たが、 今年度初めて勤務医部会と の合同講演会が実現し まし た。 勤務医部会

と 女性医師部会と の合同企画は全国では既に取り 組まれており 、 是非沖縄でも 合同企画を し たい

と 切望し ており まし たが、 今回その企画に対し て快く 快諾頂き まし た勤務医部会の部会長西原実

先生、 副部会長福地康秀先生を 始め、 部会委員の先生方にまずは感謝申し 上げます。

　 さ て「 医師の働き方についての現状と 課題」 と 題し た加藤浩司先生の講演は簡潔明瞭で分かり やす

く 2024 年 4 月から 始まる罰則付きの上限規制の法改正、『 残業時間を 960 時間以内にするこ と 、 960 時

間を超える場合も 絶対 1,860 時間以内で県指定を受けるこ と 。 そも そも 残業時間を減ら すこ と 』、そし て、

ではどのよう に時間外を規制するかの取り 組み事例について日本全国のアンケート による実情から 見え

てきた今後の課題を話さ れまし た。 まるで教科書のよう に頭の中で整理ができる講演と スラ イド 内容で

し た。 残業規制が始まるこ と 、ABC 水準指定っ て何？と まだ実感し ていない先生方も いら っ し ゃるので、

できれば加藤先生が各病院でご講演するこ と で多く の先生方が勉強になるのではと 思っ た次第です。

　 次に大浜第一病院の取り 組み事例を 西尾事務次長よ り ご紹介頂き まし た 。 まずは医師がどのよ

う な働き 方を し ている のかを 把握する ためにタ イ ムカ ード によ る 勤怠システムで 2020 年 4 月か

ら 管理を し て、「 命令でなく お願いベースで対応し たら 100% になり まし た」 と いう お話に感心し

まし た。 現在では 100% の打刻率である と のこ と です。 そし て結果見えてき たのは複雑で難解な

個々違う 医師の働き 方ではある が、 こ れから なんと し ても A 病院を 目指すと の熱い思いが伝わっ

てき まし た。「 医師と 子供は沖縄県の「 宝」 沖縄県は働き 方改革のト ッ プラ ンナーであり 全国から

医師が集まる県にし たい」 一字一句まさ にその通り だと 納得致し まし た。

　 最後に友愛医療セン タ ーの取り 組み事例を 新崎修院長先生よ り ご紹介いただき まし た 。 各々の

医師のパソ コ ン で勤怠管理を 確認し ており 、 その結果残業の多い科は救急科、 脳外科、 循環器内

科等であっ たこ と 。 その後各科ごと に話し 合いがも たれ実際に働く 現場の声に耳を 傾けるこ と で

長時間労働の改善点を 見出し たと いう 経過。 特に素晴ら し かっ たのは専門看護師の育成であり 、

タ スク シフ ト の事例紹介でし た。 病院のスタ ッ フ 一人一人を 輝かせていく こ と がいかに重要かを

教えて頂き まし た。 また新崎先生よ り 「 病院と いう 枠を 超えて、 県全体で科の集約に取り 組むべ

き ではないか」 と の沖縄県全体の医療を 良く し ていき たいと の力強い言葉が印象的でし た。

　 座長の琉大周産母子センタ ー教授の銘苅桂子先生の名司会により 参加者から 今後の問題点や課題

についての活発な質問討議がなさ れまし た。 働き 方改革の取り 組みは各病院で行う が、 それぞれの

病院の経営への影響を最小限にするには今後どう し たら よいか、 県全体での病院連携が今後の課題

であるこ と を 実感し まし た。「 では 24 時間 365 日対応する離島の一人医療者の解決策はあるのか」

等の質問も あり 話は尽きず盛会のう ちに会は終了し まし た。「 共に持続可能な医療を実現するために、

共に未来を見据えた検証が必要であり 、 沖縄の離島と いう 一見ピンチのよう に見える状態をチャ ン

スに変えるこ と ができる」 のではないかと 感じ さ せら れる有意義な会になっ たと 思います。

　 完全 W EB で行われたこ の会に対し て、 分単位で会の運営を見事に行っ て下さ っ た医師会の事務局の

皆様に心から の感謝を申し 上げます。「 勤務環境整備に関する病院長等の懇談会」 と「 ド ク タ ーズフ ォ ー

ラ ム」 の 2 つの会を 毎年実地し ています。 多く の先生方と 共有し 育てて継続し ていく 会であり ます。

どのよう な会を企画し てほし いかの提案を募集し ており ますのでどう ぞよろし く お願いいたし ます。
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